
 



 

（サッカー部 OB 用） 

寄 付 申 込 書 

記入日     年     月     日 

寄付申込者様 

 住 所 

  〒 

                                               

 

 連絡先（携帯・自宅） 

 TEL                              

 

                       

 卒業年度       年卒        氏 名                      

 

 

寄付申込金額 金                円也 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

（サッカー部関係者様用） 

寄 付 申 込 書 

記入日     年     月     日 

寄付申込者様 

 住 所 

  〒 

                                               

 

 連絡先（携帯・自宅） 

 TEL                              

 

 企業名                      

 所属（職場名等）                 氏 名                  

 

 

寄付申込金額 金                円也 

 

 

 



 





税法上の優遇措置について

学校法人奈良育英学園は奈良県から寄付金の募集について、「税額控除に係る証明書」お

よび「特定公益増進法人であることの証明書」の交付を受けております。

従いまして、ご寄付賜りました金額は、次のとおり税法上の優遇措置を受けることができ

ます。詳細につきましては、お近くの税務署またはご担当の税理士にお問い合わせください。

< 寄付者が個人の場合 >

「税額控除」と「所得控除」のどちらか有利な制度を選択することができます。

優遇措置を受けるには、確定申告の際に本学発行の「寄付金領収書」および「税額控除に係

る証明書」または「特定公益増進法人であることの証明書」の添付が必要となります。

■税額控除

寄付金額から 2 千円（税額控除額）を引いた額の 40％が、税額控除対象額となります。

（寄付金額－2 千円）× 40％＝寄付金控除額

※ 寄付金の合計額は、所得金額の 40％相当額が限度。

※ 寄付金控除額は、所得税額の 25％相当額が限度。

■所得控除

寄付金額から 2 千円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度です。

寄付金額 － 2 千円 ＝ 寄付金控除額

※ 寄付金の合計額は、所得金額の 40％相当額が限度。

< 寄付者が法人の場合 >

日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う「受配者指定寄付金」と学校法人に直接寄付をす

る「特定公益増進法人」 への寄付と大きく分けて二つあり、ともに税の優遇措置が認めら

れています。

1. 「受配者指定寄付金」として寄付いただく場合

⇒法人税法上の規定により寄付金の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。

日本私立学校振興・共済事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者（企業等

法人）が指定する学校法人へ配付される制度です。

（事前に、奈良育英学園事務局へお問い合わせください）

2. 「特定公益増進法人に対する寄付金」として寄付いただく場合

⇒一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠として損金に算入できます。

損金算入は、本学発行の「寄付金領収書」および「特定公益増進法人であることの証明書」

によって法人税減免の手続きをすることができます。

【お問い合わせ】

奈良育英学園事務局

電話 0742-27-1626
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